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産米集荷ご協力ありがとうございました産米集荷ご協力ありがとうございました産米集荷ご協力ありがとうございました産米集荷ご協力ありがとうございました

１ 令和６年度新入職員入組式（役員会議室　常勤）

４ 第29回理事会

５

東くによし連合後援会 合同事務所開き
 （旭川市　組合長・専務） 

上川地区農協政治連盟会議（旭川市　組合長）

東野ひでき上川地区後援会会議（〃）

上川地区農協組合長会議（〃）

衆議院議員 東くによし秋のつどい
 （旭川市　常勤・参事）

11 境内社大山祇宮例祭（当麻神社　信用担当理事）

15
上川地区農協組合長会道外視察研修
 （18日迄　組合長）

25 第30回理事会

27
上川生産連役員視察研修（30日迄　組合長）

東京当麻会の集い（東京都　専務）

10月組合のあゆみ

理事会報告 理事会が開催され次の事項が審議されました。

［第29回理事会］� 令和６年10月4日

●議案第１号　　固定資産の取得について
●議案第２号　　役員に対する融資について
●議案第３号　　組合員の異動について

［第30回理事会］� 令和６年10月25日

●議案第１号　　令和６年度共同育苗事業の実績について
●議案第２号　　役員研修について
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産米集荷ご協力ありがとうございました産米集荷ご協力ありがとうございました

農協法公布記念日にあたって農協法公布記念日にあたって
北海道農業協同組合中央会
代表理事会長　樽󠄀　井　　功

　昭和 22 年 11 月 19 日に農業協同組合法（農協法）が公布され、今年で 77 年を迎えました。

　戦後の食糧不足の混乱期に、農業者の協同組織の発達を通じ、「農業生産力の増進」と「農業者の経済的

社会的地位の向上」を図り、国民経済の発展に寄与することを目的として、農協法が制定され、農協が設立

されました。

　農協は「農業者による農業者のための組織」であり、協同組合原則に掲げる「自主・自立」「民主的運営」

の基本に立ち、相互扶助の精神のもと、幾多の困難な状況を乗り越え、組合員の皆様の営農と生活の安定並

びにより良い地域社会の実現を目指し、今日に至っております。

　近年の農業・農村を取り巻く環境は一段と厳しさを増し、世界的な気候変動による猛暑や豪雨などによる

各作物の収量および品質の低下、国際的な食料需給事情の変化や急激な円安の進行による生産資材の高止ま

りが農業経営に甚大な影響を与えております。

　本年は、農政の憲法とも言われる食料・農業・農村基本法が改正され、国民一人一人の食料安全保障の確

保と環境と調和のとれた食料システムが基本理念として位置付けられるなど、世界の食料需給の不安定化に

よる輸入リスクの増大、環境問題等を踏まえた内容となっており、日本の農政は大きな転換点を迎えており

ます。

　かかる状況のもと、本年は３年に１度のＪＡ北海道大会が開催され、将来ビジョンである【「力強い農業」

と「豊かな魅力ある地域社会」～ひとを育み、ひとと歩む～】が上程されます。

　組合員・ＪＡ・連合会・中央会が各々の役割を再認識し、一丸となって大会議案を着実に実践していくこ

とが社会からの要請に応えることにもなります。

　最後になりますが、ＪＡグループ北海道は、協同組合の理念と精神を事業の拠り所とし、今後とも組合員

の皆様が夢と希望を持って営農と生活が続けられる環境を整えること、地域農業とＪＡの発展に全力でサ

ポートすることをお誓い申し上げ、農協法公布記念日にあたってのメッセージと致します。
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　㈲ファインワークスによる子実用トウモロコ
シの収穫作業が始まりました。完熟した乾燥と
うもろこしは実がぎっしりと詰まり生育良好と
なりました。今年は約20ヘクタールの作付けが
あり、収穫適期にコンバインが圃場に入り、茎
を刈り倒しながら収穫されました。

10月9日 子実用トウモロコシの
刈取り始まる

　作業委託班によって、大豆の刈取委託作業が
行われました。サヤが褐色し収穫適期を迎えた
大豆（品種：ユキシズカ）をコンバインで次々
と刈り取り、10月22日までに約103ヘクター
ルの収穫が行われました。

10月12日 大豆の刈取り始まる

　利用組合ＨＴＴ事業部では、稲刈り作業の終
了した田んぼで稲わらの収集作業を行いまし
た。すいか・キュウリ・ミニトマトの作付けハ
ウスや、水稲育苗ハウスなどですき込み用とし
て使用するため小型のロールベーラーを使って
作業が行われ、収集された約330ロールの稲わ
らは申込みいただいた生産者の皆様に順次配送
されました。

10月11日 稲わらを有効活用
利用組合ＨＴＴ事業部で稲わら収集作業
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ＪＡ直営 農産物直売所

冬期休業のお知らせ冬期休業のお知らせ冬期休業のお知らせ
　6月22日より営業しておりました農産物直売所は、10月31日（木）
をもって今年度の営業を終了いたしました。
　たくさんのお客様にご愛顧いただき、誠にありがとうございました。
  おかげさまで、昨年以上の売上となりました。多くのご利用ありがと
うございました。
　日頃より直売所への出荷にご協力をいただきました組合員の皆様に
心からお礼を申し上げます。
　来年度も引き続きご協力よろしくお願いいたします。

　令和6年度当麻町カントリー利用協議会荷
受報告会を開催いたしました。
　始めに、羽根会長より「今年の荷受けにつき
ましては、フリー期間５日間、本稼働12日間の
中で進めることができました。各地区の役員、
班長をはじめとした、カントリーエレベーター
利用協議会会員の皆様のご理解とご協力のお
かげで事故なく終えることができました。また、役員の皆様におかれましては、稲刈り後の打ち合わせに
出席していただいたことも併せて感謝申し上げます。」と挨拶をいただき担当者より各品種の荷受状況
の報告が行われました。

10月23日 カントリー荷受報告会
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●当麻農協賦課金の納入振替について
　賦課金の納入振替を11月29日（金）付けで徴収口座より振替させていただきます。
●クミカン振替はお早めに！！
　利用組合の作業料金の振替については、年末は混み合いますので、出来る限り12月上旬まで
にお手続きを済ませていただきます様、お願いいたします。

融資相談課からのお知らせ

［組合員の皆さまへお知らせ］　～組合員資格の確認について～［組合員の皆さまへお知らせ］　～組合員資格の確認について～
　平素より当組合の事業におきましてご理解、ご協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。さて、当組
合では定款の定めにより、組合員の資格変更があった時は、ＪＡに届けていただくことになっております。
つきましては組合員資格区分、住所、氏名等に変更がありましたら、お手数ではございますが当組合ま
で手続きをお願い致します。
　なお、当組合の地区内とは、当麻町の区域となっており、組合員資格は次の通りとなっております。
　
⑴　50ア－ル以上の土地を耕作する農民で、その耕作する土地又は住所がこの組合の地区内にある
者。

⑵　１年のうち90日以上農業に従事する農民で、その住所がこの組合の地区内にある者。
⑶　農業を営む法人(その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本の額又は出資
の総額が３億円を超える法人を除く。）であって、その事務所又はその経営に係る土地が組合の地
区内にある者。

　
⑴　この組合の地区内に住所を有する個人で、この組合の事業を利用することが適当であると認めら
れる者。
⑵　勤務地が当組合の地区内にあり、資金の借入、貯金・定期積金、生産資材・生活物資の購入、
共済加入のいずれかを１年以上継続利用している者。

⑶　住所が当組合の地区外にあり、生産資材・生活物資の購入、生産する物資の運搬・加工・保管・
販売、特定農地貸付のいずれかを１年以上継続利用している者。

⑷　この組合の地区の全部又は一部を地区とする農業協同組合。

　加入内容に変更があった組合員の方は、大変お手数ですが、ご本人確認ができる書類（運転免許証、
健康保険証等）及び印鑑をお持ちになり、総務課までお越し下さい。
※資格要件等の詳細、並びにご不明な点については、総務課ＴＥＬ８４－２121へ
　お問い合わせ下さい。

［当麻町農業税対協議会会員の皆様へ］［当麻町農業税対協議会会員の皆様へ］
　令和6年度の当麻町農業税対協議会は12月2日（月）から事務局が常駐いたします。
　※御用の会員の方は直通電話をご利用下さい。直通電話：８４－２１６１

正組合員資格

准組合員資格

令和６年産　農産物集出荷のお礼について
　令和６年産米の栽培環境としましては、降雪量は少なく温暖な日が続いたことにより圃場の融雪は

進み、順調な春作業を行うことができ、育苗期間においては、日々変わる気温の変化が生じたものの、

生産者皆様の栽培技術により良質な水稲育苗管理に繋がりました。その後の生育は、７月の大雨によ

り一部浸水被害を受けた圃場もありましたが、概ね順調な生育となり草丈、茎数とも平年並みに推移

いたしました。農水省が公表します上川管内の水稲作況指数は９月 25日現在で「１０３」となり、

豊穣の出来秋となったものと感じております。

　品質面につきましては、各地区に設置しておりますフェロモントラップや圃場内の掬い取りの結果

を周知する中で、高品質米生産に向けて一斉防除に取り組んでいただいたものと感じております。今

年度も高温傾向にあったものの、生産者皆様の水管理により白未熟粒や胴割粒の発生は極めて少ない

ものとなりましたのも、生産者皆様の栽培技術の賜物と感じております。

　集荷につきましては、バラ化施設とカントリーエレベーター、特栽米等を併せまして、10月 31

日現在で約 17万６千俵の集荷見込みとなっており、一元集荷へのご理解ご協力を頂きました事に心

より厚くお礼申し上げます。

　農協としましては、出荷契約をもとに計画的な集荷・販売に繋げ、早い段階から販売交渉すること

で単年のみならず複数年に渡り安定した生産者所得に結びつくことになりますので、今後も出荷契約

に沿った継続的な一元集荷にご理解ご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。

　青果物の販売につきましては、春先より府県産との切り替えが円滑に進んだことにより安定した価

格で推移し、夏場についても全国的な品薄傾向であることから好調な販売が続き、秋には更に高単価

での取引となりました。花き類につきましては、６月に菊類の出荷が集中したため全国的に価格下落

となり、今後の販売においても懸念されましたが、その後、需給バランスが安定したことにより、７

月中旬からお盆・彼岸需要期には例年にない高単価での販売につながりました。青果物・花き類とも

に一年を通じて安定した出荷ができましたことは生産者皆様の日頃からの栽培努力の賜物と厚く感謝

を申し上げます。

　依然として生産資材をはじめ、燃料や物流費等の値上げが続き、今後も農業を取り巻く環境は厳し

いことが想定されるところではありますが、水稲を中心とした施設園芸品目の複合経営により安定し

た農業所得を確保し、生産者皆様とともに更に前進して参りたいと考えております。

　最後になりますが、令和６年産農産物出荷に対する感謝と次年度におきます一元集荷と共同販売体

制にご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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●当麻農協賦課金の納入振替について
　賦課金の納入振替を11月29日（金）付けで徴収口座より振替させていただきます。
●クミカン振替はお早めに！！
　利用組合の作業料金の振替については、年末は混み合いますので、出来る限り12月上旬まで
にお手続きを済ませていただきます様、お願いいたします。

融資相談課からのお知らせ

［組合員の皆さまへお知らせ］　～組合員資格の確認について～［組合員の皆さまへお知らせ］　～組合員資格の確認について～
　平素より当組合の事業におきましてご理解、ご協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。さて、当組
合では定款の定めにより、組合員の資格変更があった時は、ＪＡに届けていただくことになっております。
つきましては組合員資格区分、住所、氏名等に変更がありましたら、お手数ではございますが当組合ま
で手続きをお願い致します。
　なお、当組合の地区内とは、当麻町の区域となっており、組合員資格は次の通りとなっております。
　
⑴　50ア－ル以上の土地を耕作する農民で、その耕作する土地又は住所がこの組合の地区内にある
者。
⑵　１年のうち90日以上農業に従事する農民で、その住所がこの組合の地区内にある者。
⑶　農業を営む法人(その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本の額又は出資
の総額が３億円を超える法人を除く。）であって、その事務所又はその経営に係る土地が組合の地
区内にある者。
　
⑴　この組合の地区内に住所を有する個人で、この組合の事業を利用することが適当であると認めら
れる者。
⑵　勤務地が当組合の地区内にあり、資金の借入、貯金・定期積金、生産資材・生活物資の購入、
共済加入のいずれかを１年以上継続利用している者。
⑶　住所が当組合の地区外にあり、生産資材・生活物資の購入、生産する物資の運搬・加工・保管・
販売、特定農地貸付のいずれかを１年以上継続利用している者。
⑷　この組合の地区の全部又は一部を地区とする農業協同組合。

　加入内容に変更があった組合員の方は、大変お手数ですが、ご本人確認ができる書類（運転免許証、
健康保険証等）及び印鑑をお持ちになり、総務課までお越し下さい。
※資格要件等の詳細、並びにご不明な点については、総務課ＴＥＬ８４－２121へ
　お問い合わせ下さい。

［当麻町農業税対協議会会員の皆様へ］［当麻町農業税対協議会会員の皆様へ］
　令和6年度の当麻町農業税対協議会は12月2日（月）から事務局が常駐いたします。
　※御用の会員の方は直通電話をご利用下さい。直通電話：８４－２１６１

正組合員資格

准組合員資格
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融 資 課 か ら 知の らお せ相 談

2024.11月号 ● JA当麻

8



総 務 課 か ら 知の らお せ
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タテのカギ ヨコのカギ
「鳥」より一画少ない鳥
̶̶園に子どもを迎えに行った
お父さんそっくり！ まるで̶̶ね
料理店のメニュー表をこう呼ぶ
ことも
美空ひばりのヒット曲。「柔」と書
きます
患者を診ます
頭にキュッと締めるもの
ジャガイモのことです
̶̶応報、身から出たさびだね
漢字で書くと雲母。きららともい
う鉱物です
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ヒツ

11月23日は勤労̶̶の日。国民
の祝日です
灰皿にたまります

「̶̶の精神」はモンテスキューの
著書です
広島県の紅葉の名所のひとつ。世
界遺産の神社があります
焼き鳥を食べると残るもの
金融̶̶、̶ ̶一髪
そば屋や居酒屋の入口にかけら
れていることも
ギンナンがなる木

「九里よりうまい十三里」と売りに
来るもの
茶わんと反対の手で持ちます
３の３̶ ̶は９です
クリの実を守るトゲトゲ
1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

15

16

11

12

13

14

20

21

17

18

19

A

C

E

D

B
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お
米
の
プ
ロ
が
教
え
る
「
炊
飯
の
こ
つ
」

　

炊
飯
は
、
生
米
の
ま
ま
で
は
硬
い
で
ん
ぷ
ん

を
軟
ら
か
く
し
て
、
人
間
で
も
消
化
で
き
る
よ

う
に
す
る
た
め
の
調
理
法
。
だ
か
ら
、
実
は
味

に
こ
だ
わ
ら
な
け
れ
ば
、
誰
で
も
簡
単
に
で
き

る
こ
と
な
ん
だ
よ
。

　

で
も
、
食
べ
物
な
ん
だ
か
ら
お
い
し
く
食
べ

ら
れ
た
方
が
良
い
よ
ね
。
し
か
も
ご
飯
は
毎
日

食
べ
る
も
の
だ
か
ら
。
今
回
は
、
お
い
し
い
ご

飯
に
出
合
え
る
た
め
の
外
す
こ
と
が
で
き
な
い

工
夫
を
教
え
る
か
ら
、
一
緒
に
試
し
て
み
よ
う
。

　

実
は
炊
飯
は
ど
ん
な
道
具
で
行
う
か
で
ど
う

い
っ
た
工
夫
を
す
る
か
が
変
わ
っ
て
く
る
ん

だ
。
今
回
は
電
気
炊
飯
器
を
使
う
こ
と
に
し
て

…
…
。
で
も
、
ど
ん
な
道
具
で
も
大
事
な
の
は
、

次
の
三
つ
だ
よ
。

①
お
米
は
優
し
く
洗
う

　

お
米
は
野
菜
や
果
物
と
一
緒
で
農
産
物
だ
か

ら
、
そ
の
ま
ま
口
に
入
れ
ず
に
ま
ず
洗
う
こ
と

が
大
事
。
お
米
の
場
合
は
汚
れ
と
共
に
ま
だ

残
っ
て
い
る
「
肌
ぬ
か
」
を
落
と
す
こ
と
が
目

的
だ
よ
。

②
水
に
し
っ
か
り
漬
け
る

　

で
ん
ぷ
ん
を
甘
く
す
る
た
め
、
そ
し
て
軟
ら

か
く
す
る
た
め
に
、
水
に
し
っ
か
り
漬
け
ま
す
。

夏
は
１
時
間
、
冬
は
２
時
間
ほ
ど
必
要
。
簡
単

だ
け
ど
決
し
て
省
い
て
は
い
け
な
い
作
業
な
ん

だ
。

③
炊
き
上
が
っ
た
ら
す
ぐ
に
ほ
ぐ
す

　

炊
き
上
が
っ
た
ら
す
ぐ
に
ふ
た
を
開
け
て
中

の
ご
飯
を
ほ
ぐ
し
て
ね
。「
ほ
ぐ
す
」と
は
、し
ゃ

も
じ
で
釜
の
中
の
ご
飯
を
か
き
混
ぜ
る
こ
と
。

粒
の
一
粒
一
粒
に
外
気
を
当
て
て
パ
リ
ッ
と
さ

せ
る
ん
だ
。

　

も
ち
ろ
ん
「
炊
飯
の
こ
つ
」
は
こ
れ
だ
け
れ

は
な
い
け
ど
も
、
最
低
限
こ
れ
だ
け
は
守
れ
ば

お
い
し
い
ご
飯
に
た
ど
り
着
け
る
は
ず
。
炊
飯

を
正
し
く
行
っ
て
初
め
て
お
米
を
作
っ
て
く
れ

た
人
の
苦
労
が
報
わ
れ
る
ん
だ
ね
。

�

五
ツ
星
お
米
マ
イ
ス
タ
ー
●
小
池
理
雄
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◆
朝
晩
の
冷
え
込
み
が
厳
し
く
な
り
、
あ
っ

と
い
う
間
に
冬
の
気
配
が
近
づ
い
て
き
ま
し

た
。

こ
れ
か
ら
外
出
や
遠
出
の
機
会
が
増
え
る
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
く
れ
ぐ
れ

も
健
康
管
理
、
冬
場
の
交
通
安
全
に
ご
留
意

い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。

◆
今
年
も
早
い
も
の
で
あ
と
２
か
月
と
な
り

ま
し
た
。
１
年
経
つ
の
が
年
々
早
く
感
じ
ま

す
が
、こ
れ
は「
ジ
ャ
ネ
ー
の
法
則
」と
言
わ
れ
、

人
生
に
お
け
る
今
年
１
年
の
長
さ
は
「
自
分

の
年
齢
分
の
１
」
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
す
。

そ
の
た
め
、
年
齢
を
重
ね
る
ほ
ど
早
く
感
じ

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
残
り
僅
か
な
今
年

を
悔
い
な
く
過
ご
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

◆
本
年
も
農
作
業
で
お
忙
し
い
と
こ
ろ
取
材

に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
組
合
員
の
皆
様

に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
今
後
と
も

広
報
活
動
に
つ
い
て
、
皆
様
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。（谷

口
）

令和6年度 JA当麻　野菜集荷場 受入カレンダー

の印は受け入れ休みとなりますので、ご協力をお願い致します。

日

31 2

8 9 10

15 16 17

22

29 30 31

月 火 水 木 金 土
12月

6 7

13 14

20 21

27 28

54

11 12

18 19

25 2623 24

１１月は労働保険未手続事業一掃強化期間です！！
　事業主の皆さん。労働保険の加入はお済みですか？
　労働保険に加入して、従業員の方々が安心して働ける職場にしましょう。
労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称で、労働者の生活の安定、福祉の増進等を図ること
を目的に、国が直接管理運営している保険です。農林水産業の一部を除き、労働者を一人でも
雇用する事業については、法人・個人を問わず加入が義務づけられています。

【問い合わせ先】
　厚生労働省北海道労働局総務部労働保険徴収課　℡０１１－７０９－２３１１
　または最寄りの労働基準監督署・公共職業安定所（ハローワーク）

日

3

1 2

8 9

10 15 16

17 22

29 30

月 火 水 木 金 土
11月

6 7

13 14

20 21

27 28

54

11 12

18 19

25 26

23

24

2024.11月号 ● JA当麻

12


